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はじめに 

 

 日南市では、平成２５年４月に「飫肥杉材等の地域材利用の促進及び豊かな森づくりに

関する条例」（以下「飫肥杉条例」という。）を制定しました。  

 

 この条例は、生産者、消費者及び行政が一体となって全市的な協力体制を構築し、林業

をはじめとする木材産業などの地域産業の振興、中山間地域の活性化、水源の涵（かん）

養や国土の保全などに資する森林経営計画の策定及び地球温暖化の防止を推進しながら、

公共建築物や民間住宅、木工製品、バイオマスエネルギー、観光などあらゆる分野での飫

肥杉材等の地域材利用を促進することを目的としています。  

 

 また、市長は、飫肥杉材等の利用に関する施策成果について議会に報告することとされ

ています。  

 

 飫肥杉条例の趣旨に則り施策成果を報告します。  
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   公共施設における木材利用の動き 

 

木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する

国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の

活性化に貢献すること等にかんがみ、公共建築物等における木材の利用を促進するた

め、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定されました。  

 

この法律は、公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する措置

を講ずること等により、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ

健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与すること

を目的としています。  

 

また、地方公共団体についても、その区域の経済的社会的諸条件に応じ、国の施策

に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるとともに、

その整備する公共建築物における木材の利用に努めることとしており、宮崎県や本市

においても、法律の趣旨に則り基本方針等を定め木材の利用に努めています。  

 

さらに、本市では、行政のみならず市民や企業等が一体となった飫肥杉等の地域材利用

の促進のために飫肥杉条例を制定しました。  

 

【法令等の制定状況】  

            

H22.10.1
•公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の施行

H22.11.16
•県産材利用推進に関する基本方針の策定

H23.11.8

•日南市公共建築物における飫肥杉材等利用推進に関する基本
方針の策定

H25.4.1

•飫肥杉材等の地域材利用の促進及び豊かな森づくりに関する
条例の施行
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飫肥杉材の利用に関する取り組みと実績 

 

1 本市を取り巻く情勢等  

  平成 22 年度に策定された国の「森林・林業再生プラン」では、公共施設等への木材

利用の推進と、木質バイオマス発電事業の推進が木材利用拡大の重要な取り組みとして

位置付けられています。  

 

  本市では、公共施設等への木材利用の推進を行うとともに、林業全体に大きく関係す

る木質バイオマス発電事業が平成２７年４月から本格的に稼働を開始しました。発電量

は 25,400KW で、一般家庭住宅４万世帯分にもなります。  

 

木質バイオマス発電事業では、発電事業の原料供給が円滑で安定的に行われることが

重要であるとともに、林業全体の振興のためにも、将来に渡って木を「植える」「育てる」

「使う」を繰り返す循環型の森林経営の環境整備が求められますので、森林所有者に対

し、中長期的な森林経営を目的とした森林経営計画への加入促進に努めています。  

 

  また、林業と他の産業との新たな連携が深まり、林業生産の在り方が多様化する中、

平成 31 年度から導入された「新たな森林経営管理制度」を見据えながら、国・県、林

業関係者と連携し、林業振興のための支援を行いました。  

 

 

 

【参考：木質バイオマス発電の仕組み】  
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２  取り組み概要  

■主な事業  

№  事  業  名  事業費 (千円 ) 概   要  

(1) 公有林整備事業  42,968 
植栽 (22.2ha)、下刈 (75.27ha) 

除伐 (2.71ha)、間伐 (11ha) 

作業道 (920m) 

(2) 
森林整備地域活動支援交

付金事業  
32,750 

森林経営計画作成促進  

(685.78ha) 

森林境界の明確化    

(606.02ha) 

(3) 
飫肥杉マイホーム建築支

援事業  
257 

市有分譲地に飫肥杉住宅を建

築する施主に対する建築費用

の一部を支援  
※飫肥杉材使用実績は令和元年

度以降に計上見込み  

(4) 
飫肥杉プロモーション推

進事業  
2,765 官民一体の飫肥杉ＰＲ活動  

(5) 

２０２０東京オリンピッ

ク・パラリンピック飫肥

杉提供・記念事業  

17,225 

東京オリンピック・パラリン

ピック選手村ビレッジプラザ

内の建物建築に飫肥杉材を提

供  
※飫肥杉材使用実績は令和元年

度に計上見込み  
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（1）公有林整備事業  （42,968 千円）  

市有林の良質材生産と森林が有する多面的機能保全のため、植栽や下刈等を実施しま

した。      

区  分  日南・南郷地区  北郷地区  合   計  

植  栽  22.20ha 0ha 22.20ha 

下  刈      64.94ha   10.33ha 75.27ha 

除  伐  0ha   2.71ha       2.71ha   

間  伐  11.00ha  0ha 11.00ha  

作業道  920ｍ   0m 920ｍ   
 

  

 

 

 

（2）森林整備地域活動支援交付金事業（32,750 千円）  

森林経営計画の作成促進及び森林境界の明確化について、計画的かつ一体的な森林施

業を行う森林所有者等に対し助成しました。  

≪森林経営計画作成促進≫      685.78ha 05,480 千円  

≪ 森 林 境 界 の 明 確 化 ≫      606.02ha 27,270 千円  

  

 

 

植栽作業  下刈作業  

計画作成促進説明会  境界明確化  
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（3）飫肥杉マイホーム建築支援事業（257 千円）  

飫肥杉材の需要拡大及び市内建築関係事業者への飫肥杉活用の普及促進並びに定住促

進を目的として、市民又は本市への移住希望者が、市内産飫肥杉材で、居住するための

住宅を新築する場合に有償で市有地（旧消防訓練場跡地）の一部を分譲するとともに、

住宅見学会の内容に応じて最大１００万円を助成する制度を創設しました。  

平成 30 年度は、分譲土地入口に案内看板を設置しました。  

 

番号  所在  地番  面積 (㎡ ) 備考  

①  西弁分三丁目  ２番２  357.74 建築済  

②  〃  ２番３  334.72 申込済  

③  〃  ２番５  371.22 申込済  

④  〃  ２番６  402.36  

⑤  〃  ２番７  413.81  

⑥  〃  ２番８  331.72 建築中  

⑦  〃  ２番９  328.71 申込済  

⑧  〃  ２番１０  328.21 建築済  

※令和元年８月末現在  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分譲地全景（南側より）  分譲地入口案内看板  
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（4）飫肥杉プロモーション推進事業（2,765 千円）  

飫肥杉の販路拡大を図るため、官民一体となったＰＲ活動やＰＲツールの制作を行い

ました。  

 

①  木材輸出戦略協議会 (ダラス及びニューヨーク )視察研修  

 (平成 30 年 11 月 26～12 月４日 ) 

アメリカでは住宅のフェンスを板塀とする家が大変多く、その材としてアメリカ

ンレッドシダー（ベイスギ）が使われてきていましたが、ベイスギの価格高騰か

ら、ベイスギに似ている日本スギの使用が増加傾向にあります。  

これまでは、中国が日本からスギ原木を輸入し、中国国内で加工し米国に輸出す

るパターンが主ですが、近年、日本からテキサス州に日本スギ製フェンス材を販売

する日本商社の進出が見られます。  

このような背景を踏まえて、日本国内で製材・加工した飫肥杉が、アメリカへ輸

出する可能性を模索することを主な目的とした視察を行いました。  

 

 

 

 

 

②  飫肥杉セミナー in 沖縄  

 (平成 30 年 11 月 19～21 日 ) 

宮崎県山村・木材振興課及び宮崎県木材協同組合連合会と共同で「飫肥杉セミナ

ー in 沖縄」の開催並びに関係団体等訪問を行いました。  

「飫肥杉セミナー in 沖縄」では、沖縄県内市町村の林務担当、木材関係団体 20

名の参加があり、森林環境譲与税を活用した公共建築物及び木材利用促進の事例提

案や飫肥杉の特性と公共建築物での活用事例などを紹介し、沖縄県産材を補完する

形での飫肥杉 (宮崎県産材 )の利活用についてＰＲを行ないました。  

 

フラットトップ型住宅フェンス  建築中の一戸建て住宅  ～耐震性を勘案しない構造～  

（大工が、その日に使う材をホームセンターから、都度購入し持ち込む）  
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また、沖縄住宅産業協会等５つの団体を訪問し、沖縄県における住宅建築や木材

利用に係る現状等のヒアリングを行いました。沖縄県においては、建築の事実上の

決定権を持つ建築士の木造建築物に対するノウハウや理解が浸透していないという

現状がありました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  飫肥杉ＰＲ動画（番組）制作  

飫肥杉のよさのＰＲや認知度アップ、利活用促進を図るため、さらには、林業従

事者紹介による労働環境イメージ向上等を目的に、飫肥林業振興対策協議会を事業

主体として、林業・木材関係４団体（南那珂森林組合、日南製材事業協同組合、日

南地区木材協会、王子木材緑化株式会社）と協同し、飫肥杉ＰＲ動画（番組）の制

作を行いました。  

    ※  事業期間   平成 30 年 12 月 14 日～令和２年３月 31 日  

     動画（番組）完成、テレビ放送  令和元年 12 月末（予定）  

     動画（番組）ネット配信     令和元年 12 月～３ヶ月間（予定）  

 

  

飫肥杉セミナー in 沖縄  訪問先でのヒアリング  
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（５）２０２０東京オリンピック・パラリンピック飫肥杉提供・記念事業  

（17,225 千円）   

 飫肥杉の知名度アップや需要拡大を図るため、2020 年に開催される東京オリンピッ

ク・パラリンピック選手村ビレッジプラザ内の建物建築に必用な木材を提供します。  

 提供する飫肥杉の伐採、製材のほか、市民等の機運醸成を目的としたイベントを開催

しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリンピック木材提供感謝状  

オリンピック木材伐採体験プログラム  

製材された飫肥杉材  
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3 飫肥杉利用の実績 

（1）公共建築物 

   【サンチェリー北郷（個室露天風呂）：改修】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【日南市総合運動公園野球場（管理棟）：改修】 

     

 

 

  【松原第８アパート：改修（内装木質化）】 ※平成３０年度～令和元年度の２ヵ年事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（写真は松原第６アパートのもの） 
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  【榎原分団第４部拠点施設：新築】     

     
 

     

 

 

 

（2）備品消耗品 

【オラレ日南７周年記念レース】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【姉妹都市交流事業】 
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 【ふるさと納税返礼品】(一部紹介) 

  
 

  

 

 

 

  

 

  

【輝く市民協働大賞】 【婚姻届提出お祝いフォトフレーム】 
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 【功労者感謝状】             【発明くふう展記念品】 

     

 

 

 【海の日記念式典（感謝状）】         【クルーズ船初寄港セレモニー】 

     

 

 

  

【子育て支援センター遊具】 【いきいき合同金婚式】 

（フォトフレーム） 

飫肥杉マグネット 

記念プレート 



飫肥杉利用に関する取り組みと実績 

- 14 - 

 

 

【小学１年生に飫肥杉積木贈呈（積木授業）】 

  

 

 

【教育・文化等功労者表彰記念品】 

   

 

 

 

 

 

ランプシェード 
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飫肥杉材使用実績  

（１）公共建築物（飫肥杉材等使用材積  14.13 ㎥）  

 

担当課  観光・スポーツ課  観光・スポーツ課  

施 設 名 サンチェリー北郷 (個室露天風呂 ) 日南総合運動公園野球場 (管理棟 ) 

所   在  北郷町大藤１５１９－３  大字殿所２０２０  

新造区分  改修  改修  

用   途  保養施設  スポーツ施設  

面  積  等  1,548.49 ㎡  384.39 ㎡  

構   造  RC 造  RC 造  

飫肥杉等  
使用材積  

7.546 ㎥  3.164 ㎥  

飫肥杉等  
使用箇所  

床・内壁  内壁・下地等  

備考    

担当課  建築住宅課  消防本部  

施 設 名 松原第８アパート  榎原分団第４部拠点施設  

所   在  大字平野１６７３  南郷町榎原丙９１４－２  

新造区分  改修  新築  

用   途  市営住宅  消防施設  

面  積  等  1,079.00 ㎡  80.00 ㎡  

構   造  RC 造  RC 造  

飫肥杉等  
使用材積  

（77.90 ㎥）※令和元年度実績で計上  3.42 ㎥  

飫肥杉等  
使用箇所  

内装仕上等  内装・造作・内壁  

備考  
平成 31 年度～令和元年度の２ヶ年事

業（債務負担）  
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（2）備品・消耗品  

 

担当課  総合戦略課  総務課  総務課  

事業名等  
オラレ日南７周年  

記念レース  
ふるさと納税返礼品  姉妹都市交流事業  

備品・消耗品名  
賞状、バック、  

ランプシェード  

SUGIFT 商品  

ごんはる商品  等  
SUGIFT 商品  他  

個   数  各 1 個  計 79 個  計 58 個  

用   途  記念品  返礼品  記念品  

備   考     

 

担当課  地域自治課  市民課  長寿課  

事業名等  輝く市民協働大賞  婚姻お祝い品  いきいき合同金婚式  

備品・消耗品名  賞状  フォトフレーム  フォトフレーム  

個   数  1 個  120 個  21 個  

用   途  記念品  記念品  記念品  

備   考     

担当課  こども課  商工・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ課  商工・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ課  

事業名等  子育て支援センター  功労者感謝状  発明くふう展  

備品・消耗品名  遊び積木  賞状  飫肥杉マグネット  

個   数  19 個  1 個  150 個  

用   途  木育遊具  記念品  記念品  

備   考     
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担当課  水産林政課  観光・スポーツ課  学校教育課  

事業名等  
宮崎県南部地区  

「海の日」記念式典  

クルーズ船初寄港セ

レモニー  

将来を担う次世代  

育成事業  

備品・消耗品名  賞状  プレート  積木セット  

個   数  17 個  3 個  450 個  

用   途  記念品  記念品  学校教材  

備   考     

担当課  学校教育課    

事業名等  
教育・文化等功労者

表彰  
  

備品・消耗品名  ランプシェード    

個   数  11 個    

用   途  記念品    

備   考     
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飫肥杉材等の地域材利用の促進及び豊かな森づくりに関する条例  

平成25年２月27日条例第１号  

 

宮崎県は、杉の生産量で全国一位を21年間維持する程の日本最大の林業県であり、今後

とも林業の振興に努めなければならない。その中にあってこの中核をなす私たちのまち日

南市は、旧飫肥藩の時代より弁甲材として普及した飫肥杉で栄えた伝統が400年余りに渡

って脈々と受け継がれており、全国に誇り得る林業文化を今なお形成している。  

現在、伐期を迎えた日本林業の再生を図るため政府は、平成22年に公共建築物等におけ

る木材の利用の促進に関する法律（平成22年法律第36号）を制定した。また日南市もこ

れを踏まえ、平成23年に「日南市公共建築物における飫肥杉材等利用推進に関する基本方

針」を定めた。平成24年には森林法（昭和26年法律第249号。以下「法」という。）の

一部改正に伴い、これまでの森林施業計画に代わり、新たに森林経営計画が創設され、施

業の集約化を行い木材生産活動だけでなく、森林の公益的機能の十分な発揮に資する持続

的な森林経営の確立に努めることになった。  

今日、社会経済の劇的変化により荒廃しつつある中山間地域の資源やそれらが生み出す

恩恵が市民共有の財産であることを鑑み、私たち日南市民は、更に踏み込んで日南市が飫

肥杉材等の地域材の利用促進を実効的に図ることで、地場産業活性化を強力に推進するモ

デル都市となることができるようその歴史的使命を認識すると同時に、教育的観点も踏ま

えながら市民全員で森林や中山間地域を支え、安心して住み続けることができる地域社会

の実現を目指すことを決意し、ここに議員提案による条例を制定する。  

（目的）  

第１条  この条例は、生産者、消費者及び行政が一体となって全市的な協力体制を構築し、

林業をはじめとする木材産業などの地域産業の振興、中山間地域の活性化、水源の涵（か

ん）養や国土の保全などに資する森林経営計画の策定及び地球温暖化の防止を推進しな

がら、公共建築物や民間住宅、木工製品、バイオマスエネルギー、観光などあらゆる分

野での飫肥杉材等の地域材利用を促進することを目的とする。  

 

 



資料編 

 

- 20 - 

 

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。  

(１ ) 森林  市内に存する森林法第２条第１項に規定する森林をいう。  

(２ ) 中山間地域  平地の周辺部から山間地に至るまとまった平坦な耕地の少ない地域

をいう。  

(３ ) 森林経営計画  森林所有者又は森林経営の委託を受けた者が、単独又は共同で自

らが所有する森林又は経営を受託している森林を対象として作成する５年間の計画を

いう。  

(４ ) 多面的機能  土砂流出及び山地崩壊の防止、洪水軽減等の水源の涵（かん）養、

自然環境の保全、地球温暖化の防止、保健休養、木材その他の林産物の生産及び供給

その他森林の有する多面に渡る機能をいう。  

(５ ) 公益的機能  多面的機能のうち、木材その他の林産物の生産及び供給を除いた機

能をいう。  

(６ ) 森づくり  森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、森林を守り育て

るとともに活用することをいう。  

(７ ) 人工林  植栽、種まき又はさし木により成立した森林をいう。  

(８ ) 天然林  人工林以外の森林をいう。  

(９ ) 森林組合  森林組合法（昭和53年法律第36号）に規定する組合をいう。  

(10) 森林所有者  森林の土地を所有する者又は森林の土地にある木竹を所有し、若し

くは育成することができる者をいう。  

(11) 市民  市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業もしくは

活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。  

(12) 林業及び木材産業等事業者  市内において森林の施業並びに木材その他の林産

物の生産、加工及び流通の事業を行う者（森林組合を除く。）をいう。  

（基本理念）  

第３条  飫肥杉等の利用促進に当たっては、次に掲げる事項を基本理念として行わなけれ

ばならない。  
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(１ ) 森林の有する公益的機能が市民生活の安全及び安心の基盤であることから、長期

的展望に立ち、生物の多様性に配慮するとともに、立地条件等の特性に応じた適正な

森林管理を実施するため、森林経営計画を立て実行に移すことで公益的機能が高度に

発揮される森づくりを推進すること。  

(２ ) 林業及び木材産業の健全な発展と振興が人工林の適正な管理に寄与することから、

森林経営の持続的発展を図り、森林の持つ多面的機能を高め木材資源の循環利用が可

能な森づくりを推進すること。  

(３ ) 持続可能な中山間地域の再生及び活性化が森づくりに寄与することから、中山間

地域の営み並びに歴史及び文化の継承を通じ、地域づくりと一体となった森づくりを

推進すること。  

（市の責務）  

第４条  市は、基本理念にのっとり、法令又は財政の許す範囲内において公共建築物の新

築、増築、改築及び修繕に関しては飫肥杉材等の地域材を利用して木造化、木質化を図

らなければならない。  

２  市は、森林経営計画の策定を推進し、国、他の地方公共団体及び公共的団体等に対し、

必要に応じて理解及び協力を求め、飫肥杉材等利用の促進に努めなければならない。  

３  市は、飫肥杉材等の利用を促進するため、市民や森林所有者並びに林業及び木材産業

等事業者へのインセンティブ（動機付け）となる必要な支援を講ずるよう努めなければ

ならない。  

４  市は、飫肥杉材等の利用に関する施策について議会に報告しなければならない。  

（森林組合の責務）  

第５条  森林組合は、基本理念にのっとり、森林の管理の中核的な担い手として、自らの

責任において、木材その他の林産物の生産、供給等を通じて森づくりに積極的に取り組

むよう努めなければならない。  

２  森林組合は、森林の管理が適正に行われるように働きかけるとともに、森林経営計画

にのっとった計画的な森づくりを推進するよう努めなければならない。  

３  森林組合は、飫肥杉材等利用に関する各種施策に協力するよう努めなければならない。 
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（森林所有者の役割）  

第６条  森林所有者は、飫肥杉材等の利用の重要性を深く認識し、所有し又は育成する森

林について、森林の有する多面的機能が十分に発揮される森づくりに努めるものとする。 

２  森林所有者は、所有し、又は育成する森林の境界及び木竹の状況を把握し、当該森林

の管理方針を森林経営計画に明らかにするよう努めるものとする。  

３  森林所有者は、飫肥杉材等の利用に関する各種施策に協力するよう努めるものとする。 

（市民の役割）  

第７条  市民は、森林の有する公益的機能が市民共有の財産であることを認識し、森づく

りに関する取組に協力し、又は参加するよう努めるものとする。  

２  市民は、基本理念にのっとり、地域で生産される飫肥杉材並びにその他の林産物を活

用するよう努めるものとする。  

（林業及び木材産業等事業者の役割）  

第８条  林業及び木材産業等事業者は、その事業の実施に当たっては、基本理念に配慮し、

森林の有する公益的機能が十分に発揮される森づくりに努めるとともに、木材その他の

林産物の循環利用が可能な森づくりに努めるものとする。  

２  林業及び木材産業等事業者は飫肥杉材等の利用に関する各種施策に協力するよう努め

るものとする。  

（市民の意見等の施策への反映）  

第９条  市は、市民の意見を把握し、それを飫肥杉材等の利用に関する各種施策に的確に

反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

（年次報告）  

第10条  市長は、飫肥杉材等の利用に関する施策成果について議会に報告し、これを公表

しなければならない。  

附  則  

この条例は、平成25年４月１日から施行する。  
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日南市公共建築物における飫肥杉材等利用推進に関する基本方針  

平成23年11月8日  

 

１  基本的な考え方  

本市は、旧飫肥藩の時代から約400年の歴史を持つ飫肥林業の中心として知られてい

る。この地で生産される飫肥杉は、油分が多く弾力性のある特徴から良質な造船材とし

て取引され、最盛期には国内はもちろん、韓国や中国にも大量に輸出されるなど、かつ

ては市の経済を潤し活力を与える源となっていた。  

しかし、昭和の後半に木造船の需要がなくなると飫肥林業は急速に衰退し、現在では

先人たちが残した広大な飫肥杉の山々は残るものの、かつて飫肥杉で発展し賑わったま

ちは、遠い昔になりつつある。  

本市では、今後も飫肥杉を中心とする森林資源の充実が見込まれることから、市内で

生産、加工された木材 (以下「飫肥杉材等」という。 )の需要を拡大していくとともに、

地域活性化に繋げていくことが重要な課題となっている。  

木材は、調湿性に優れ断熱性が高くリラックス効果があるなど、人にやさしい、心安

まる素材であるとともに、鉄やコンクリート等に比べ加工等に必要なエネルギーも低く

環境にもやさしい省エネ資材であり、炭素を長期間貯蔵できる機能を有する再生産可能

な資材である。これらの優れた特性を持つ木材の利用を促進することは、森林の適正な

整備を通じた地球温暖化の防止や、循環型社会の形成にも大きく貢献するものである。  

また、地産地消を基本理念とし飫肥杉材等を利用することは、素材生産から製材・加

工に至る林業や木材産業の活性化に繋がるだけではなく、土木・建築関連の他産業の振

興にも寄与するなど、本市地域経済への波及効果が期待される。  

このようなことから、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律 (平成22

年法律第36号 )を踏まえ、本市が実施する事業はもとより、補助事業等における本市産

材の利用を促進し、木材の良さを普及啓発する。また、市民生活に深く係わりのある公

共建築物の木造化・木質化の積極的な推進を通して、飫肥杉材等の需要拡大を図るとと

もに、弱い立場にある飫肥杉を何とかしようとする活動を通して、人と人とが繋がり、

地域を再生していこうとする本市ならではのまちづくりを進める。  
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2 飫肥杉材等の活用方針  

(1) 公共建築物における飫肥杉材等の活用について  

ア  建築基準法等関係法令の制約を受ける場合を除き、新築、増築、改築及び修

繕については、原則として木造とする。  

イ  防災面や立地条件等から、木造化が困難な場合は、木造と他工法との混構造

とする。  

ウ  木造以外の構造とする場合でも、内装の本質化を積極的に推進する。  

工  庁舎内や学校内の机・椅子等の備品を調達するに当たっては、飫肥杉材等を

使った物品を積極的に利用する。  

(2) 公共土木工事における飫肥杉材等の活用について  

公共土木工事においては、自然景観や環境に配慮しつつ間伐材をはじめとする

飫肥杉材等を積極的に活用するとともに、新たな用途開発等や持続可能な施工維

持管理体制の仕組みづくりを推進する。  

3 公共建築物に適した木材の供給体制の整備  

市は、公共建築物の建築に用いる木材の円滑な供給を図るため、木材業者の連携

等による品質。性能の確かな乾燥材や集成材等の安定供給を促進する。  

4 関係部局の飫肥杉材等利用推進における役割  

関係部局は、所管する建築物等について、飫肥杉材等の積極的な利用を推進する。

また、その所管する事業 (補助事業も含む。)の実施において、飫肥杉材等の利用を促

進する。  

5 市における利用の促進  

市は、市内の民間企業や団体等 (以下「民間」という。)が整備する公共性の高い建

築物等の情報を収集し、飫肥杉材等の利用の促進を図るよう要請するとともに、木造

化・本質化に関する情報を提供するなど、必要な支援を行うものとする。  

6 期待される効果  

本基本方針に基づき、民間が整備する公共性の高い建築物等において飫肥杉材等の

利用が推進されることにより、林業・木材産業の活性化はもとより森林の適正な整

備・保全が図られ、本市の活性化に資することが期待される。  
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7 木質化・木造化を図る公共建築物及び公共土木工事等  

(1) 木質化・木造化を図る公共建築物等ついて、次表の例を基本とし、積極的に飫肥  

杉材等を活用する。  

木質化・木造化を

促進する施設  
学校、福祉施設、医療施設、スポーツ施設、公営住宅、庁舎等  

(2) 公共土木工事においては、次表の例を基本とし、積極的に飫肥杉材等を活用する。  

道   路  

木製ガードレール、木製デリネータ、間伐材パネル、スギ合板

型枠、転落防止柵、案内板、基盤吹付材、工事用看板、仮設防

護柵  等  

河   川  
木工沈床、護岸工、杭柵、スギ合板型枠、工事用看板、仮設防

護柵  等  

公   園  
案内板、柵、標識類、遊具、ベンチ、歩道階段、木道、木柵護

岸、植栽支柱、工事用看板、仮設防護柵  等  

農業漁村  
暗渠排水被覆材、簡易土留め、柵工、筋工、スギ合板型枠、工

事用看板、仮設防護柵  等  

(3) 飫肥杉材等を使った机や書棚等の備品及び消耗品について、次表の例を基本とし、

積極的に飫肥杉材等を使った製品を積極的に調達する。  

備  品  事務机、テーブル、イス、カウンター、書棚、倉庫棚  等  

消耗品  職員名札、案内板、記念品  等  
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森林・林業の概要 

○ポイント 

 ・本市は、総面積の約 80％が森林で、約 70％が飫肥杉の造林地。 

 ・民有林 22,361haのうち杉を主体にした人工林率は 73％。 

 ・日南市は、小森林面積を所有する人が多い。 

 ・スギの齢級別構成では、９～11齢級が全体の約 60％を占めている。 

 

○森林の明細 

 
総面積 森林面積 

 

うち民有林 うち国有林 

日 南 市 53,610ha 42,800ha 
22,361ha 20,439ha 

(52.2％) (47.8％) 

【宮崎県林業統計要覧(平成 30 年３月)】 

 

○公有林関係 

 
直営林 国有分収造林 市有分収林 合  計 

日 南 市 998.58ha 3,442.74ha 329.92ha 4,771.24ha 

【宮崎県林業統計要覧(平成 30 年３月)】 

 

○森林経営計画認定状況 

 認定計画 認定面積 

日 南 市 43 件 7,772ha 

  【宮崎県林業統計要覧(平成 30年３月)】 

 

○林業事業体                            (事業所数)  

 素材生産 製材業 合  計 

日 南 市 32 22 54 

                【令和元年度日南地区木材協会総会資料】 

 

○宮崎県の素材及び製材品生産量 

 H26 H28 伸び率 

素材生産量（スギ） 1,533 千 m3 1,858 千 m3 21.2% 

製材品出荷量 710 千m3 945 千m3 33.1% 

                         【宮崎県林業統計要覧(平成 30 年３月)】 

 

○宮崎県の出荷先別製材品出荷状況                          (単位：千ｍ3) 

 
総 数 県 内 県 外 

 

首都圏 中京 関西圏 九州 沖縄 その他 

H26 710 241 469 35 26 49 280 44 35 

H28 945 257 688 75 43 48 396 48 78 

伸び率 33.1% 6.6% 46.7% 114.3% 65.4% △2.0% 41.4% 9.1% 122.9% 

  【宮崎県林業統計要覧(平成 30 年３月)】 
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杉丸太市売りの推移  

 

 

 

 

 

 

杉丸太市売単価の推移               
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市内の住宅建築の状況 (専用・併用住宅 ) 

    
（単位：棟）  

区     分  平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  

木   造  160 143 134 

内訳  

新築  152 138 130 

増築  8 5 4 

改築  0 0 0 

非木造  13 7 9 

合   計  173 150 143 

     
   

       （日南市建築住宅課）  

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【飫肥杉材等の利用に関する施策成果報告書に関する問合せ先】 

日南市産業経済部水産林政課 

 〒887-8585 日南市中央通一丁目１番地１ 

      ＴＥＬ ０９８７－３１－１１３５ 

     ＦＡＸ ０９８７－２４－００８０ 

     Ｅ-mail  suisanrinseika@city-nichinan.jp 

 

mailto:suisanrinseika@city-nichinan.jp

